
 
 

 

適時開示体制の概要 
 
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

記 

 
 当社は、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則及び当社の内部情報管理規程に基

づき、迅速かつ正確で公平な情報開示に努めております。 
 なお、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢とし、会社情報の適時開

示に係る社内体制は次のような体制をとっております。 
 
１．決算に関する情報 

 財務諸表等決算に関する情報は、管理本部長が取りまとめ取締役会の承認を経て情報開

示を行っております。 

２．決定事実に関する情報 
 重要事実が決定事実に関する情報は、情報開示担当役員であります管理本部長が関係部

門から情報を取りまとめ、毎月開催される取締役会において承認、決定された事項につい

て適時開示規則に則り、速やかに開示手続きを行っております。 

３．発生事実に関する情報 
 重要な事実が発生した場合には、当該事実を認識した部門から情報開示担当役員の管理

本部長に報告がされ、代表取締役社長へ報告するとともに取締役会へ報告し、速やかに開

示することとしております。 

 なお、適時開示した内容については、当社ホームページへ掲載するとともに、東京証券

取引所記者クラブ等へ投函することとしております。 

＜会社情報の適時開示に係る社内体制＞ 
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